
177 (177) 

ー

緯
国
の
場
合
|

|
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（
そ
の
二
）

VI

承
認
お

よ
び
執
行
の
た
め
に
提
出
す
べ
き
書
類
ー

積
極
的
要
件

I

一
、
承
認
お
よ

び
執
行
の
た
め
に
提
出
す

べ
き
書
類

二
、
承
認
お
よ
び
執
行
の
た
め
に
提
出
す
る
書
類
の
訳
文

V
I
I
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
協
定
上
、

外
国
仲
裁
判
定
の
承
認
拒
否
事

由
|
—
消

極
的
要
件
ー
ー
ー

一
、
当
事
者
の

無
能
力
ま
た
は
仲
裁
合
意
の
無
効
（
第

一
項

a
号
）

二
、
被
申
請
人
の
防
御
権
の
侵
害
（
第

一
項

b
号
）

目

次

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
協
定
に
従
う
外
国
仲
裁
判
定
の
承
認

翻

訳

郷石

田光

正

萬現※
ヘ

訳
ヽ
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上
記
書
類
は
提
訴
後
、
訴
訟
手
続
で
提
出
し
て
も
よ
い
。

ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
条
約
（
第
四
条
）
は
外
国
仲
裁
判
定
の
執
行
を
求
め
る
当
事
者
が
提
出
す
べ
き
書
類
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
が
承
認
お

よ
び
執
行
の
積
極
的
要
因
で
あ
る
が
、
執
行
を
求
め
る
当
事
者
が
そ
の
立
証
責
任
を
負
う
。
彼
は
そ
の
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

〈
イ
〉
提
出
す
べ
き
書
類
と
提
出
時
期

一
応
の
証
拠

(
P
m
i
m
ミ
acie
e
v
i
d
e
n
c
e
)

を
提
出
し
た
こ
と
に
な
る
。

(100) 

外
国
仲
裁
判
定
の
執
行
を
求
め
る
当
事
者
は
申
請
時
に
①
正
当
に
認
証
さ
れ
た
仲
裁
判
定
の
原
本
（
ま
た
は
正
当
に
証
明
さ
れ
た
そ
の

(101) 

謄
本
）
と
②
仲
裁
合
意
の
原
本
（
ま
た
は
正
当
に
証
明
さ
れ
た
そ
の
謄
本
）

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
四
条
第
一
項
）
。

(a
u
t
h
e
n
t
i
c
 c
a
t
1
0
n
)

は
文
書
の
署
名

(s
i
g
n
a
t
u
r
e
)

が
（
二
六
八
頁
）
本
当
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
り
、

韮
叫
明
ク
（
Certification
)
は
謄
本

（
原
本
全
部
の
写
本
）
が
原
本
の
写
本
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
、
認
証
は
署
名
に
関
す
る
も
の

(102) 

で
あ
り
、
証
明
は
全
体
と
し
て
の
文
書
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
記
書
類
の
提
出
は
外
国
仲
裁
判
定
に
関
す
る
執
行
判
決
請
求
の
訴
訟
の
訴
訟
要
件
で
は
な
く
、
法
院
が
執
行
判
決
を
す
る
た
め
の
要

(103) 

件
で
あ
る
。

一
、
承
認
お
よ
び
執
行
の
た
め
に
提
出
す
べ
き
書
類

外
国
仲
裁
判
定
の
執
行
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
と
い
う

(99
)
 

VI
、
承
認
お
よ
び
執
行
の
た
め
に
提
出
す
べ
き
書
類

（
前
号
か
ら
の
つ
づ
き
）

ク
刃
心
刃
し

1
¥

―-n
1¥mi
,ヽ
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(179) 

第
四
条
の
要
件
は
、
相
対
方
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
、
相
対
方
が
、
訴
状
に
添
付
さ
れ
た
仲
裁
判
定
と
仲
裁
合
意
の
写
本

を
受
け
取
っ
た
後
、
そ
の
直
正
性
を
争
わ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
固
執
す
る
必
要
は
な
い
。
上
記
、
大
法
院
二
0
0
四
年
判
決
も
同
様
な
趣

旨
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
は
書
類
の
認
証
ま
た
は
証
明
如
何
を
決
定
す
る
準
拠
法
を
明
示
し
て
な
い
が
、
立
法
歴
史
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約

（
第
四
条
）
の
目
的
に
照
し
て
み
て
、
仲
裁
地
ま
た
は
執
行
申
請
を
受
け
た
国
家
の
中
で
、
あ
る
国
家
の
法
に
従

っ
て
、
権
限
の
あ
る
機
関

が
認
証
ま
た
は
証
明
を
す
れ
ば
よ
い
。

認
証
ま
た
は
証
明
の
主
体
は
国
家
に
よ

っ
て
異
な
る
が
、
概
ね
法
院
公
務
員
、
公
証
人
ま
た
は
外
交
官

（ま
た
は
領
事
館）

で
あ
る
。

た
だ
、
外
国
法
人
仲
裁
判
定
地
法
に
従
っ
て
、
正
当
に
認
証
ま
た
は
証
明
さ
れ
た
こ
と
は
判
断
さ
れ
難
い
の
で
、
実
務
上
で
は
仲
裁
判
定

地
国
に
あ
る
、
執
行
申
請
を
受
け
た
国
家
の
外
交
官

（ま
た
は
領
事
館
）
に
よ
る
認
証
ま
た
は
証
明
を
受
け
る
の
が
安
全
で
あ
る
。
仲
裁

判
定
部
が
仲
裁
判
定
の
原
本
を
認
証
し
た
り
、
ま
た
は
仲
裁
判
定
の
謄
本
を
証
明
し
た
り
、
仲
裁
人
ま
た
は
常
設
仲
裁
機
関
の
事
務
局
が

証
明
し
た
仲
裁
判
定
の
謄
本
を
許
容
す
る
場
合
、
外
国
に
い
る
輯
国
外
交
官
（
ま
た
は
領
事
館
）
か
ら
謄
本
を
受
け
る
必
要
は
な
い
。

一
方
、
仲
裁
合
意
の
場
合
、

当
事
者
た
ち
が
お
よ
そ

（概
ね
）
契
約
書
原
本
を
保
有
し
て
い
る
の
で
証
明
さ
れ
た
謄
本
を
提
出
す
る
実

質
的
な
必
要
は
少
な
い
が
、
当
事
者
が
原
本
の
提
出
を
望
ま
な
い
場
合
、
証
明
さ
れ
た
藤
本
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
仲
裁
判
定
の
藤

本
を
証
明
で
き
る
者
は
仲
裁
合
意
の
藤
本
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
仲
裁
合
意
の
藤
本
は
公
証
人
が
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

(104
)
 

公
証
人
は
仲
裁
判
定
地
で
あ
れ
、
韓
国
の
公
証
人
で
あ
れ
関
係
は
な
い
。

〈
口
〉
認
証
ま
た
は
証
明
の
準
拠
法
と
主
体
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〈
イ
〉
翻
訳
文
の
証
明
主
体
と
証
明
対
象

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
（
第
四
条
第
二
項
）
に
従
え
ば
、
仲
裁
判
定
や
仲
裁
合
意
が
援
用
さ
れ
た
国
家
の
共
用
語
で
作
成
さ
れ
な
い
場
合
、

仲
裁
判
定
の
執
行
を
求
め
る
当
事
者
は
共
同
語
本
訳
文
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
一
項
は
、
本
訳
文
は
公
的
な
ま
た
は
宣
誓
し
た
本
訳
官
ま
た
は
外
交
官
（
ま
た
は
領
事
館
）
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(105) 
い
、
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
申
請
当
事
者
の
義
務
を
軽
減
し
て
い
る
が
、
公
証
人
は
本
訳
文
を
証
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
条
約
は
本
訳
官
ま
た
は
外
交
官
（
ま
た
は
領
事
館
）

の
国
籍
を
規
定
し
て
な
い
が
、
可
能
な
限
り
要
件
を
柔
緩
に
解
釈
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
、
仲
裁
判
定
地
国
ま
た
は
執
行
申
請
を
受
け
た
国
家
の
法
の
な
か
で
、

い
ず
れ
か
―
つ
に
従
っ
て
可
能
で
あ
る
。
緯
国
で
は
、

公
的
本
訳
官

(official
translator)
ま
た
は
宣
誓
し
た
本
訳
官

(
s
w
o
r
n
translator)
制
度
が
な
い
が
、
従
来
は
実
務
上
、
仲
裁
判
定
地

国
に
い
る
輯
国
外
交
官
（
ま
た
は
領
事
館
）
に
よ
る
確
認
ま
た
は
韓
国
公
証
人
の
本
訳
公
証
の
方
法
を
取
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

第
四
条
二
項
は
本
訳
文
の
証
明
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
訳
文
の
正
確
性
を
証
明
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
法

院

一
九
九
五
、

二、

一
四
宣
告
九
三
夕
五
三

0
五
四
判
決
は
磁
第
四
条
第
二
項
の
趣
旨
は
本
訳
官
ま
た
は
外
交
官
に
よ
っ
て
仲
裁
判
定
な

ど
が
、
直
接
本
訳
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
に
よ
っ
て
当
該
仲
裁
判
定
の
本
訳
文
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
上
記
規
定
に
お
け
る
証
明
と
は
、
当
該
仲
裁
判
定
を
本
訳
し
た
本
訳
文
で
あ
る
と
い
う
事
実
確
認
で
あ
る
だ
け
で
、

外
交
官
（
ま
た
は
領
事
館
）
の
署
名
が
必
ず
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
本
訳
の
正
確
性
ま
で
証
明
す
べ
き
な
は
な
く
ク
（
下
線
は

筆
者
）
、
と
い
う
趣
旨
で
判
示
し
た
。
上
記
、
大
法
官
の
判
決
は
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
要
件
を
緩
和
し
た
も
の
で
、
本
訳
に
関
す
る
韓
国

（底）

の
特
殊
な
問
題
を
解
決
し
た
肯
定
的
な
面
が
大
き
い
。
し
か
し
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
趣
旨
に
は
反
す
が
、
肯
定
的
に
本
訳
文
の
正
確

二
、
承
認
お
よ
び
執
行
の
た
め
に
提
出
す
べ
き
書
類
の
翻
訳
文
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(181) 

性
を
確
認
す
る
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
解
決
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〈
口
〉
仲
裁
法
第
三
七
条
と
の
関
係

外
国
仲
裁
判
定
の
執
行
を
求
め
る
当
事
者
が
韓
国
法
院
に
提
出
す
べ
き
書
類
の
要
件
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
に
従
う
が
、
仲
裁
法
は
書

第

一
に
、
仲
裁
法
（
第
三
七
条
第
二
項
）

は
仲
裁
判
定
と
仲
裁
合
意
の
正
本
ま
た
は
正
当
に
認
証
さ
れ
た
そ
の
藤
本
の
提
出
を
求
め
て

い
る
が
、
ク
正
当
に
認
証
さ
れ
た
ク
を
王
正
当
に
証
明
さ
れ
た
ク
に
修
正
す
る
方
が
正
し
い

。

第
二
に
、
仲
裁
法
は
仲
裁
判
定
の
正
本
を
求
め
る
点
と
、
本
訳
文
の
本
訳
主
体
を
制
限
し
て
な
い
点
で
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
よ
り
緩

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
同
条
約
に
従
わ
な
け
れ
ば

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
が
優
先
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
思
わ
れ

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（
第
一
〇
六
四
条
第
一
項
）
も
仲
裁
判
定
の
執
行
を
求
め
る
当
事
者
が
提
出
す
べ
き
書
類
（
す
な
わ
ち
、
仲
裁
判

定
ま
た
は
そ
の
証
明
さ
れ
た
藤
本
）
を
列
挙
し
て
い
る
点
は
、
仲
裁
法
（
第
一＿
一
七
条
第
二
項
）
と
類
似
し
て
い
る
が
、
訴
訟
代
理
人
で
あ

さ
ら
に
、
第
一
〇
六
四
条
第
三
項
は
国
際
条
約
が
優
先
し
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
が
、
た
だ
そ
の
趣
旨
に
関
し
て
は
論

(107
)
 

難
が
あ
る
。

仲
裁
判
定
に
お
い
て
真
の
当
事
者
は
法
院
が
仲
裁
判
定
を
理
解
で
き
る
限
り
、
本
訳
文
の
要
件
を
放
棄
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

上
記
、

二
0
0
四
年
大
法
院
判
決
も
同
様
な
趣
旨
で
あ
る
。

〈
ハ
〉
要
件
が
未
備
さ
れ
た
本
訳
文
を
提
出
さ
れ
た
場
合
の
処
理

る
弁
護
士
が
証
明
で
き
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

る
。

な
ら
な
い

。

一
九
九
九
年
仲
裁
法
の
改
正
の
際
に
、

和
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
訳
上
の
問
題
に
見
え
る
の
で
、

類
要
件
を
や
や
異
っ
て
規
定
し
て
い
る
の
で
疑
問
が
生
じ
る
。
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し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
承
認
拒
否
事
由
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
上
、
外
国
仲
裁
判
定
の
承
認
拒
否
事
由
1

消
極
的
要
件
ー
ー
＇

ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
条
約
は
承
認
拒
否
事
由
を
被
告
が
主
張
・
立
証
す
べ
き
事
由
（
第
五
条
第
一
項
）
と
要
請
を
受
け
た
国
家
の
法
院
が
職

権
で
判
断
す
べ
き
事
由
（
第
五
条
第
二
項
）
に
区
分
し
て
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
が
承
認
の
消
極
的
要
件
で
あ
る
。
前
者
は
①
当
事
者
の
無
能
力
ま
た
は
仲
裁
合
意
の
無
効
、

②
被
申
請
人
の
防
御
権
の
侵
害
、

③

仲
裁
人
の
権
限
優
越
、
④
仲
裁
判
定
部
の
構
成
ま
た
は
仲
裁
手
続
の
瑕
疵
、

⑤
仲
裁
判
定
の
拘
束
力
の
欠
如
ま
た
は
取
消
・停
止
で
あ
り
、

後
者
は
①
仲
裁
可
能
性
の
欠
如
と
、
②
公
序
違
反
で
あ
る
。

前
者
は
王
に
仲
裁
判
定
に
お
い
て
、
真
の
当
事
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
法
廷
地
国
（
す
な

(108) 

わ
ち
、
執
行
国
）
の
重
要
な
利
益
、
ま
た
は
根
本
的
な
価
値
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
条
約
は
後
者
を
、
法
院
が

職
権
で
調
査
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
承
認
拒
否
事
由
は
実
体
的
公
序
違
反
を
除
け
ば
、
概
ね
仲
裁
過
程
で
の
、
ま
た
は
仲
裁
判
定
自

(109) 

体
の
手
続
的
欠
陥
（
一
七

一
頁
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
五
条
第
一
項
と
第
二
項
は
承
認
拒
否
事
由
が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
法
院
が
裁
量
で
執
行
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に

一
、
当
事
者
の
無
能
力
ま
た
は
仲
裁
合
意
の
無
効

（第
一
項

a
号
）

第
五
条
第
一
項

a
号
が
規
定
す
る
承
認
拒
否
事
由
は
当
事
者
の
無
能
力
と
、
仲
裁
合
意
の
無
効
の
二
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仲
裁
合

意
の
当
事
者
が
関
連
す
る
準
拠
法
に
し
た
が
っ
て
無
能
力
者
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
は
仲
裁
合
意
が
当
事
者
が
準
拠
法
と
し
て
指
定
し
た
法

令
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
指
定
が
な
い
場
合
に
は
仲
裁
判
定
を
下
し
た
国
家
の
法
令
に
よ
っ
て
無
効
で
あ
る
も
の
は
承
認
拒
否
事
由
で
あ
る
。

直
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(183) 

執
行
段
階
に
お
け
る
仲
裁
合
意
の
準
拠
法
に
関
し
て
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
が
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

実
際
に
、
こ
れ
は
主
に
仲
裁
手
続
の
初
期
に
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
も
し
主
張
し
な
い
場
合
、
後
に
主
張
す
る
の
は
排
除
さ
れ
る
の
で
、

(llo) 

実
務
上
の
重
要
性
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。

a
号
の
英
文
は
、
当
事
者
が
、
無
能
力

(the
parties…

w
e
r
e…

u
n
d
e
r
 s
o
m
e
 m
c
a
p
a
c
1
t
y
)
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
が
こ
れ
は
当
事
者

の
嘉
悼
利
能
カ
ク
ま
た
は
ヶ
行
為
能
カ
ク
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
然
人
の
場
合
、
通
常
、
行
為
能
力
だ
け
が
問
題
に
な
る
が
、
法

人
の
場
合
、
権
利
能
力
と
行
為
能
力
が
共
に
問
題
に
な
り
得
る
。
当
事
者
の
無
能
力
の
結
果
、
仲
裁
合
意
が
無
効
に
な
り
得
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
は
、

当
事
者
の
能
力
の
準
拠
法
を
明
示
せ
ず
、
単
純
に
西
関
連
準
拠
法
に
従
っ
て
へ
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を

(112) 

クhalf
w
a
y
 conflict rule" 
(
不
完
全
な
抵
触
規
則
）
と
称
す
る
。

そ
の
結
果
、
当
事
者
の
能
力
の
準
拠
法
が
乱
れ
る

(114) 

準
拠
法
の
問
題
で
あ
る
。

(115
)
 

し
か
し
、
大
陸
法
系
国
家
で
は
、
身
分
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
、
能
力
は
当
事
者
の
属
人
法

(
p
e
r
s
o
nal
l
o
w
)

に
従
う
が
、

(116
)
 

執
行
段
階
に
お
い
て
、
属
人
法
は
執
行
国
の
国
際
私
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
に
よ
る
。

し
か
し
、
厳
密
に
は
見
解
が
分
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仲
裁
合
意
の
法
的
性
質
を
私
法
上
の
契
約
と
し
て
見
れ
ば
そ
の
よ

う
に
な
る
が
、
訴
訟
法
上
の
契
約
と
し
て
見
れ
ば
、
当
事
者
能
力
と
訴
訟
能
力
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
余
地
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
民
事
訴
訟
法
上
の
当
事
者
能
力
は
権
利
能
力
を
、
訴
訟
能
力
は
行
為
能
力
を
基
礎
に
す
る
の
で
、
両
者
は
概

(m) 

ね
類
似
し
た
結
論
に
な
る
。

〈
口
〉
仲
裁
合
意
の
無
効

〈
イ
〉
当
事
者
の
無
能
力

(113) 

（
二
七
二
頁
）
こ
と
に
な
り
得
る
。
能
力
は
英
米
法
国
家
に
お
い
て
は
概
ね
契
約
の

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
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私
見
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

ク
条
約
（
第
五
条
第
一
項

a
号
）
は
外
国
仲
裁
判
定
の
承
認
拒
否
事
由
の

一
っ
と
し
て
、
瓜
げ
裁
合
意
は
当
事
者
た
ち
が
準
拠
法
と
し
て
指

定
し
た
法
令
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
指
定
が
な
い
場
合
に
は
判
定
を
下
し
た
国
家
の
法
令
に
よ
っ
て
無
効
で
あ
る
場
合
こ
を
規
定
し
て
い
る
。

仲
裁
合
意
の
無
効
は
狭
い
意
味
の
原
始
的
無
効
で
な
く
、
意
思
表
示
の
瑕
疵
に
よ
っ
て
、
仲
裁
合
意
が
取
消
さ
れ
る
か
、
撤
回
さ
れ
た
場

(llB) 

合
も
含
め
て
お
り
、
仲
裁
合
意
の
不
存
在
も
含
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
合
意
、
正
確
に
は
、
仲
裁
合
意
の
成
立
と

（
実
質
的
）
有
効

性
の
準
拠
法
は
、
当
事
者
た
ち
が
仲
裁
合
意
の
準
拠
法
と
し
て
指
定
し
た
法
に
よ
る
の
で
あ
り
、
指
定
が
な
い
場
合
に
は
仲
裁
判
定
地
国

(119
)
 

法
に
よ
る
。
た
だ
、
補
充
的
連
結
原
則
と
し
て
、
仲
裁
判
定
地
国
法
に
よ
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
仲
裁
地
は
常
に
、

当
事
者
が
選
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
仲
裁
合
意
の
有
効
性
と
関
連
の
な
い
事
項
を
考
慮
し
て
選
定
で
き
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
不
適
切

(120
)
 

で
あ
る
、
と
い
う
批
判
も
あ
る
。

(121) 

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
準
拠
法
の
指
定
は
明
示
的
指
定
だ
け
で
は
な
く
、
黙
示
的
指
定
も
含
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

(122) 

準
拠
法
の
指
定
は
実
質
法
を
指
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
反
致

(renuoi)

は
許
容
さ
れ
な
い
。
実
務
上
の
問
題
は
、
仲
裁
合
意
の

準
拠
法
の
明
示
的
指
定
は
な
い
が
、
当
事
者
た
ち
が
主
な
契
約
の
準
拠
法
を
明
示
的
に
、
ま
た
は
黙
示
的
指
定
し
た
場
合
、
こ
れ
を
仲
裁

合
意
の
黙
示
的
準
拠
法
の
指
定
と
し
て
看
倣
す
こ
と
で
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。

否
定
説
は
仲
裁
合
意
の
独
立
性
と
、
仲
裁
合
意
の
手
続
的
性
格
に
照
し
て
、
こ
れ
を
否
定
し
な
が
ら
、
仲
裁
地
法
を
仲
裁
合
意
の
黙
示

(123) 

的
準
拠
法
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。

ぷ
仲
裁
条
項
ク
の
場
合
に
は
、
仲
裁
合
意
が
主
た
る
契
約
の
一
部
を
構
成
す
る
形
式
を
取
っ
て
い
る
の
で
、
明
示
的
で
あ
れ
黙
示
的
で
あ

れ
、
当
事
者
た
ち
が
主
た
る
契
約
の
準
拠
法
を
指
定
し
た
時
に
は
、
そ
の
法
を
仲
裁
条
項
の
準
拠
法
と
し
て
、
黙
示
的
に
指
定
し
て
い
る
、

(124) 

と
主
張
し
て
い
る
と
推
定
す
る
の
が
、
通
常
、
当
事
者
の
意
思
と
付
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
反
面
、
主
た
る
契
約
の
準
拠
法
が
客
観
的
に
連
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(185) 

反
面
、

ヽ

い
ず
れ
の
見
解
を
取

っ
て
も
相
違
は
な
い
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
は
、

結
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
仲
裁
地
法
が
仲
裁
条
項
の
準
拠
法
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
輯
国
国
際
私
法
（
第
二
六
条
）
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
連
結
の
場
合
、
主
た
る
契
約
の
準
拠
法
は
最
も
密
接
な
関
連
の
あ
る

国
家
の
法
が
な
る
の
で
、
主
た
る
契
約
と
仲
裁
条
項
の
準
拠
法
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
実
際
に
問
題
に
な
る
の
は
、
当
事
者
が
主

た
る
契
約
の
準
拠
法
と
し
て

A
国
法
を
選
択
し
な
が
ら
、
仲
裁
地
は

B
国
と
し
て
合
意
す
る
場
合
で
あ
り
、
両
者
が
同
一
で
あ
る
場
合
は
、

仲
裁
合
意
に
お
い
て
問
題
に
な
る
こ
と
の

―
つ
は
、
仲
裁
条
項
が
約
款
に
含
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
緯
国
の
約
款
の
規

制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、

ぷ
和
款
規
制
法
ク
と
称
す
る
）
第
一
四
条
は
、
顧
客
に
対
し
て
、
不
当
に
不
利
な
諸
提
起
の
禁
止
条
項
を
無
効

と
し
て
、
規
定
し
て
い
る
の
で
、
第

一
に
、
仲
裁
条
項
が
当
事
者
間
の
合
意
の
一
部
を
成
す
の
か
と
い
う
編
入
統
制
と
、
第
二
に
仲
裁
条

項
の
内
容
に
対
す
る
内
容
統
制
が
問
題
に
な
る
。
編
入
統
制
に
つ
い
て
は
、

統
一
規
範
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
韓
国
約
款
規
制
法
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
は
内
容
統
制
に
関
し
て
規
定
し
て
い
な
い
の
で
、
も
し
緯
国
法
が
準
拠
法
で
あ
れ
ば
、
約
款
規
制
法
の
内

容
統
制
に
関
す
る
条
項
は
依
然
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。
問
題
は
そ
の
準
拠
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
仲
裁
合
意
の
許
容
要
件
の
問
題
で
あ
る

(125) 

の
で
、
法
廷
地
法
に
従
う
、
と
い
う
見
解
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
約
款
規
制
法
の
規
定
で
漠
然
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
具
体
化
す
る
必

要
が
あ
る
。
約
款
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
仲
裁
条
項
が
無
効
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
疑
問
の
な
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。

韓
国
で
は
選
択
的
仲
裁
合
意
の
効
力
に
関
し
て
、
大
法
院
判
決
（
例
え
ば
、
大
法
院
二

0
0
1
―-、

判
決
と
大
法
院
二
0
0
四、

八
、
ニ
ニ
宣
告
二

0
0
三
夕
三
一

八

―
―
宣
告
二
0
0
四
夕
四
ニ

―
六
六
判
決
な
ど
）
も
あ
っ
て
多
く
の
論
争
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
仲
裁

合
意
の
成
立
お
よ
び
（
実
質
的
）
有
効
性
の
準
拠
法
が
緯
国
法
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
意
味
を
持
つ
。
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ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
条
約

（第
五
条
第
二
項

a
号
）
は
、
執
行
段
階
の
場
合
に
は
執
行
国
法
が
仲
裁
可
能
性
の
準
拠
法
で
あ
る
こ
と
を
明
示

し
て
い
る
が
、
抗
弁
段
階
ま
た
は
仲
裁
段
階
に
お
い
て
は
、
仲
裁
可
能
性
を
明
示
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
仲
裁
合
意
の

(m
)
 

準
拠
法
説
、
法
延
地
法
説
と
重
・
説
な
ど
が
あ
る
が
、
輯
国
に
お
い
て
は
法
延
地
法
説
と
重

・
説
が
有
力
で
あ
る
。

〈
二
〉
国
際
的
強
行
法
規
の
適
用
を
回
避
す
る
た
め
の
仲
裁
合
意
の
効
力

立
法
例
に
よ
っ
て
は
、
海
上
運
送
に
関
す
る
国
際
条
約
で
あ
る
ハ
ー
グ
規
則
ま
た
は
ハ
ー
グ
・
ビ
ス
ビ
規
則
を
立
法
化
し
た
法
を
国
際

的
強
行
法
規
と
し
て
規
定
し
て
い
る
が
、
仲
裁
判
定
部
は
同
法
を
適
用
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
国
際
的
強
行
法
規
で
あ

る
同
法
の
適
用
を
貰
徹
す
る
た
め
に
、
仲
裁
合
意
の
効
力
を
否
認
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
が
可
能
で
あ
る
。

(128) 

し
か
し
、
米
国
連
邦
大
法
院
は

一
九
九
五
年

V
1
m
a
r
S
e
g
u
r
o
s
 Y
 R
e
a
s
e
gu
r
o
s
 S
.A
.
V
.M

V

 Sk
y
 R
e
e
f
e
r
事
件
で
全
員
合
意
体
判
決

(129) 

と
し
て
、

I
n
d
u
s
s
a
基
準
を
仲
裁
合
意
に
適
用
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
船
荷
証
券
上
の
仲
裁
条
項
を
有
効
で
あ
る
と
看
倣
し
た
。

(130) 

韓
国
に
お
い
て
も
、
韓
国
商
法
の
適
用
を
排
除
し
、

適
用
す
る
目
的
で
仲
裁
合
意
を
す
る
場
合
、
そ
の
有
効
性
が
問
題
に
な
り
得
る
。
こ
れ
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
、
韓
国
の
国
際

的
強
行
法
規
の
適
用
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
、
仲
裁
合
意
を
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
か
否
か
と
、
第
二
に
、
商
法

（第
七
九

0
条
第
一

項
）
が
国
際
的
強
行
法
規
で
あ
る
か
否
か
、
こ
の
二
つ
の
論
点
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
共
に
、
否
定
的
見
解
を
と
る
。

問
題
に
な
る
。

関
係
は
下
記

〈ホ
〉
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

仲
裁
合
意
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
二
条
が
定
め
た
方
式
要
件
を
具
備
で
き
な
い
場
合
に
無
効
で
あ
る
が
、
第
二
条
と
第
五
条
と
の

〈ハ〉

仲
裁
合
意
の
無
効
と
仲
裁
可
能
性
の
欠
如
と
の
関
係

(126) 

紛
争
の
対
象
が
仲
裁
可
能
性
が
な
い
場
合
、
仲
裁
合
意
は
無
効
に
な
り
得
る
。
そ
こ
で
、
仲
裁
可
能
性
の
判
断
基
準
に
な
る
準
拠
法
が

ハ
ー
グ
規
則
ま
た
は
ハ

ー
グ
・
ビ
ス
ビ
規
則
を
、
立
法
化
し
て
な
い
国
家
の
法
を
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(187) 

(

-

）

 

特
に
、
前
者
に
関
し
て
、
当
該
事
案
が
韓
国
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
仲
裁
人
は
準
拠
法
が
外
国
法
で
あ
っ
て
も
、
輯
国
の
国

際
的
強
行
法
規
を
適
用
す
る
か
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
仲
裁
合
意
の
結
果
、
輯
国
法
が
必
ず
し
も
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な

(131
)
 

さ
ら
に
、
仲
裁
判
定
部
が
韓
国
の
商
法
を
適
用
せ
ず
、
仲
裁
判
定
を
下
し
た
場
合
、
こ
れ
を
輯
国
で
執
行
で
き
る
か
否
か
も
問
題
に
な

(132) 

る
が
、
筆
者
は
執
行
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

国
際
的
強
行
法
規
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
大
法
院
判
決
も
公
序
を
説
示
し
な
が
ら
、
は
外
国
仲
裁
判
定
に
適
用
さ
れ
た
外
国
法
が
、

我
が
国
（
輯
国
）
の
実
定
法
上
、
強
行
法
規
に
反
す
る
と
し
て
、
す
ぐ
承
認
拒
否
す
べ
き
で
は
な
く
、
当
該
仲
裁
判
定
を
設
定
す
る
場
合
、

そ
の
具
体
的
結
果
が
輯
国
の
善
良
な
風
俗
、
そ
の
他
、
社
会
秩
序
に
反
す
る
時
に
限
っ
て
、
承
認
お
よ
び
執
行
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
エ
J

(133) 

い
う
趣
旨
で
判
示
し
た
。

(134
)
 

〈
ホ
〉
仲
裁
合
意
の
無
効
と
仲
裁
合
意
の
方
式
ー
|
_
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
五
条
と
第
二
条
と
の
関
係

ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
五
条
と
第
二
条
と
の
関
係

仲
裁
合
意
の
方
式
要
件
の
欠
如
が
承
認
拒
否
事
由
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
。
仲
裁
合
意
が
方
式
要
件
を
具
備
で
き
な
け
れ
ば
無

効
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
第
五
条
第
一
項

a
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
仲
裁
合
意
の
方
式
要
件
を
定
め

た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
二
条
の
結
果
で
あ
り
、
第
五
条
第

一
項

a
号
が
定
め
た
仲
裁
合
意
の
準
拠
法
に
従
っ
た
結
果
で
は
な
い
。

し
か
し
、
第
二
条
が
執
行
段
階
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
立
法
歴
史
と
内
的
な

一
貫
性
に
も

(135) 

反
す
る
。
要
す
る
に
、
仲
裁
合
意
の
方
式
要
件
の
欠
如
は
承
認
拒
否
事
由
に
な
る
の
で
あ
り
、
実
務
上
で
最
も
ひ
ん
ば
ん
（
二
七
七
頁
）

(136) 

に
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
二
条
に
よ

っ
て
直
接
に
導
き
出
さ
れ
て
か
、
第
五
条
第

一
項

a
号
、
す
な
わ
ち
、

(137
)
 

仲
裁
合
意
の
無
効
で
説
明
す
る
か
、
ま
た
は
第
二
条
と
第
五
条
と
の
体
系
的
関
係
特
に
、
第
五
条
第
一
項

a
号
が

云第
二
条
に
規
定
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こ
れ
は
仲
裁
合
意
の
脈
絡
に
お
い
て
も
妥
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

を
含
め
る

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
（
第
二
条
第
一
項
）
は

（二
）

(138
)
 

さ
れ
た
合
意
ク
を

言
及
し
た
点
ー
~
の
合
理
的
な
解
釈
に
よ

っ

て
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
上
の
書
面
要
件

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
（
第
二
条
第
一
項
）
は
輯
国
仲
裁
法

（第
八
条
第
二
項
）
の
様
に
、

仲
裁
合
意
の
書
面
性
を
要
求
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
仲
裁
合
意
は
私
人
に
紛
争
解
決
を
委
ね
る
の
で
、
契
約
の
真
実
性
を
担
保
し
、
ま
た

(139
)
 

当
事
者
に
契
約
内
容
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
意
思
決
定
を
慎
重
に
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
書
面
に
よ
る
合

意
は
当
事
者
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
り
、

書
信
ま
た
は
電
報
交
換
の
中
に
含
れ
た
、

主
た
る
契
約
の
な
か
の
仲
裁
条
項
ま
た
は
仲
裁
合
意

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
二
条
第
二
項
）。

仲
裁
合
意
を
書
面
に
よ

っ
て
行
う
と
い
う
意
味
は
、
仲
裁
合
意
に
関
す
る
書
面
証
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

合
意
自
体
が
書
面
に
よ
っ
て
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
両
当
事
者
が
署
名
し
た
契
約
書
、
ま
た
は
両
当

事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
た
文
書
が
互
い
に
交
換
さ
れ
た
場
合
に
、

書
面
要
件
が
具
備
さ
れ
る
が
、

書
面
請
約
を
口
頭
で
承
諾
し
た
り
、

口
頭
請
約
を
書
面
に
よ

っ
て
承
諾
す
る
こ
と
と
、

当
事
者
間
の
口
頭
合
意
を
死
後
に
書
面
で
確
認
す
る
こ
と
は
、
国
際
取
引
で
広
く
使
用

(140) 

さ
れ
て
い
る
が
、

書
面
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
を

ぷ
元
全
な
書
面
方
式
ク
(V
o
l
l
e
S
c
h
r
i
f
t
 f
o
r
m
)

ま

(141
)
 

た
は

クニ
重
書
面
性
ク
(d
o
p
p
e
l
t
e
S
c
h
r
i
f
t
 f
o
r
m
)

と
称
す
る
。

(142
)
 

モ
デ
ル
法
の
書
面
要
件
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
緩
和
し
て
解
釈
す
る
国
家
も
あ
り
、
こ
の
頃
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
次

(143
)
 

第
に
拡
散
さ
れ
て
お
り
、
下
記
で
見
ら
れ
る
様
に
、
後
に
二

0
0
六
年
末
に
は
モ
デ
ル
法
の
改
正
を
も
た
ら
し
た
。

国
内
法
が
よ
り
緩
和
さ
れ
た
仲
裁
合
意
の
方
式
を
定
め
た
場
合
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約

（第
七
条
）
に
従

っ
て
、
そ
の
条
項
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
七
条
は
文
面
上
で
は
仲
裁
判
定
の
執
行
の
脈
絡
の
み
で
最
悪
権
利
条
項
を
規
定
し
て
い
る
が
、
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(189) 

ク
条
約
上
、
書
面
要
件
の
具
備
如
何
が
問
題
に
な
る
。

ク
禁
反
言

(
e
s
t
o
p
p
e
l
)

の
法
理
ク
に
よ
っ
て
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
二
条
第
二
項
と
第
七
条
第
一
項
の
解
釈
に
関
し
て
、
U
N
C
I
T
R
A
L
が
二

0
0
六
年
七
月
七
日
、
第
三
九
回
総
会

(144) 

で
採
択
し
た
勧
告
案
（
第
二
項
）
は
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
る
。

（三
）
被
告
が
仲
裁
申
請
に
応
じ
た
場
合
、
仲
裁
合
意
の
書
面
要
件
の
具
備

書
面
仲
裁
合
意
が
な
く
て
も
、

一
方
が
仲
裁
申
請
を
し
、
当
事
者
た
ち
が
仲
裁
人
を
指
明
し
て
、
仲
裁
手
続
を
経
て
、
仲
裁
判
定
が
下

さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
原
告
が
仲
裁
申
請
書
に
お
い
て
仲
裁
合
意
の
存
在
を
主
張
し
、
被
告
が
答
弁
書
で
争
わ
な
い
場
合
、

特
に
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー

モ
デ
ル
法

（
第
七
条
第
二
項
）
は
ぷ
中
請
書
と
答
弁
書
の
交
換
に
よ
っ
て
一
方
の
当
事
者
が
仲
裁
合
意
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、

相
対
方
が
そ
れ
を
争
わ
な
い
場
合
へ
書
面
要
件
が
具
備
さ
れ
る
と
明
示
し
て
い
る
が
、
翰
国
仲
裁
法
（
第
八
条
第
三
項
第
三
号
）
は
、
こ

(145) 

れ
を
当
事
間
で
交
換
さ
れ
た
文
書
と
し
て
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
果
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
が
意
味
す
る
書
信
の
な
か

(146) 

に
含
ま
れ
た
仲
裁
合
意
と
し
て
看
倣
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
い
な
か
、
の
問
題
で
あ
る
が
、
見
解
が
分
れ
る
。

厳
密
に
解
釈
す
れ
ば
肯
定
し
難
い
が
、
必
ず
も
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
上
記
、
大
法
院
二
0
0
四
年

―
二
月
一

0
日
宣
告
、
ニ

0
0
四
年
タ
ニ

0
一
八
〇
判
決
は
、
こ
れ
を
議
論
し
な
か
っ
た
が
、
決
論
的
に
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。

（
四
）
被
告
が
仲
裁
申
請
に
応
じ
た
場
合
、
禁
反
言
の
法
理
の
適
用
如
何

仲
裁
申
請
前
ま
で
、
書
面
仲
裁
合
意
が
な
く
て
も
、
一
方
当
事
者
が
仲
裁
申
請
を
し
、
相
対
方
が
答
弁
書
な
ど
に
よ
っ
て
、
本
案
に
対

(147
)
 

し
て
弁
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
効
な
仲
裁
合
意
の
存
在
を
黙
視
的
に
肯
定
す
る
場
合
、

相
対
方
は
、
そ
の
後
、
有
効
な
仲
裁
合
意
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
第
一
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
方
式
要
件
が
具
備
さ
れ
て
な
い
と
見
る
見
解
、
第
二
に
、
禁
反
言
の
法
理
を
肯

定
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
国
内
法
に
従
う
、
と
い
う
見
解
、
第
三
に
、
禁
反
言
の
法
理
を
肯
定
し
な
が
ら
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
上
、
禁
反



(190) 神奈川法学第42巻 1号 2009年 190 

を
訂
正
す
る
方
策
が
議
論
さ
れ
た
が
、
結
局
、

(148
)
 

言
の
法
理
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
見
解
が
見
ら
れ
る
。
私
見
と
し
て
は
、
第
三
の
見
解
が
現
代
仲
裁
法
の
傾
向
に
附
合
す
る
も
の
で

(149
)
 

妥
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
信
義
則
の
根
本
原
則
で
あ
る
禁
反
言
の
法
理
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約

（
第
七
条
第
一
項
）
に
最
悪
権
利
条
項
が

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
方
式
要
件
に
優
先
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
ヶ
禁
反
言
の
法
理
ク
ま
た
は
¢
先
行

(150) 

行
為
と
矛
盾
す
る
行
為
禁
止
の
原
則
ク
ま
た
は
方
式
要
件
の
機
能
、
乃
至
は
規
範
目
的
な
ど
で
説
明
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
相
対
方
当
事
者
が
仲
裁
手
続
に
参
加
し
た
場
合
、
方
式
要
件
の
欠
訣
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
見
解
が

(151
)
 

多
数
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

大
法
院
二

0
0
四
年
―

二
月
一

0
日
、
宣
告
二

0
0
四
タ

ニ
0
一
八
〇
判
決
は
、
第

一
の
見
解
に
従
っ
て
、
方
式
要
件
の
具
備
を
否
定

し
た
。
し
か
し
、
私
見
と
し
て
は
、
大
法
院
は
、
申
請
書
と
答
弁
書
の
交
換
に
よ
っ
て
、
書
面
要
件
が
具
備
さ
れ
た
も
の
と
見
た
り
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
被
告
が
仲
裁
合
意
の
書
面
性
を
争
わ
ず
仲
裁
に
応
じ
た
の
で
、
執
行
判
決
請
求
の
訴
で
、
書
面
要
件
の
欠
如
を
主
張
す

る
こ
と
は
禁
反
言
の
法
理
に
反
し
て
い
て
、
許
容
さ
れ
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

（五）

モ
デ
ル
法
の
改
正
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
上
の
書
面
要
件
を
緩
和
し
て
解
釈
す
る
た
め
の
勧
告

二
0
0
六
年
六
月
＼
七
月
に
開
催
さ
れ
た

U
N
C
I
T
R
A
L
第
三
九
回
総
会
本
会
議
に
お
い
て
、

モ
デ
ル
法
第
七
条
を
改
正
し
て
、
書
面
要

(152) 

件
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
改
正
案
と
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
書
面
性
そ
の
も
の
を
全
部
廃
止
し
て
し
ま
う
代
案
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
作
業
と
並
行
し
て
、
仲
裁
合
意
の
書
面
要
件
を
定
め
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
二
条
第
二
項
と
の
整
合
性
が
問
題
に
さ
れ
た
。

こ
れ
を
解
決
す
る
方
案
と
し
て
議
定
書

(protocol)
を
採
択
す
る
方
案
、

あ
る
の
で
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
よ
り
も
書
面
要
件
を
緩
和
し
た
モ
デ
ル
法
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
事
実
上
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
条
約

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
協
約
の
方
式
要
件
に
関
す
る
解
釈
や
適
用
上
の
指
針
を
提
供
し
て
、
そ
れ

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
に
内
在
す
る
法
理
と
し
て
、
国
条
約
そ
の
も
の
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(191) 

仲
裁
合
意
の
失
効
如
何
は
仲
裁
合
意
の
準
拠
法
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
事
項
で
あ
り
、

な
い
。

ぞ
れ
の
締
結
国
の
法
院
（
裁
判
所
）
に
、

用
す
る
よ
う
に
す
る
方
策
に
従
う
よ
う
に
し
た
結
果
、

勧
告
案
第
一
項
は
、
ク
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
二
条
第
二
項
を
適
用
す
る
に
際
し
、
同
項
に
記
述
さ
れ
た
状
況
が
網
羅
的
で
な
い
点
を
認

(153) 

め
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。ク

こ
れ
は
勧
告
で
あ
る
の
で
、
法
的
拘
束
力
は
な
い
が
、
尊
重
す
る
こ
と
が
望
し
い
。

〈へ〉

仲
裁
合
意
の
失
効

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
か
ら
統
一
的
な
規
則
を
引

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
、
第
二
条
第
二
項
に
対
す
る
解
釈
の
基
準
と
し
て
モ
デ
ル
法
第
七
条
を
使

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
二
条
第
二
項
お
よ
び
第
七
条
第
一
項
の
解
釈
に
関
す
る
勧

第
五
条
第
一
項

a
号
は
、
仲
裁
合
意
の
無
効
だ
け
を
承
認
拒
否
事
由
と
し
て
規
定
し
、
仲
裁
合
意
の
失
効

(i
n
o
p
e
r
a
t
i
v
e
)
は
言
及
し
て

な
い
の
で
、
仲
裁
合
意
の
失
効
が
承
認
拒
否
事
由
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
第
一
項
の
趣
旨
は
、
当
事
者
間
に
有
効
な
仲
裁
合
意
が
存
在
し
な
い
場
合
、
執
行
国
の
法
院
が
外
国
仲
裁
判
定
の
執
行

を
拒
絶
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
仲
裁
合
意
が
初
め
か
ら
無
効
で
あ
る
か
、
後
に
効
力
が
な
く
な
っ
た
か
、
仲
裁
約
定
が
不
存
在

し
た
り
、
ど
ん
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
間
の
仲
裁
合
意
が
そ
の
規
定
通
り
の
効
力
を
認
め
ら
れ
な
い
状
況
が
あ
る
な
ら
ば
、
当
事

者
間
に
は
有
効
な
仲
裁
合
意
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
執
行
国
法
院
は
第
一
項

a
号
に
従
っ
て
、
執
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で

(154) 

き
る
、
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
概
ね
、
妥
当
で
あ
る
が
、
常
に
そ
う
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
仲
裁
合
意
の
失
効
と
は
、
仲
裁
合

意
が
そ
の
効
力
を
中
止
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
仲
裁
合
意
の
取
消
さ
れ
た
場
合
と
、
既
に
仲
裁
判
定
や
法
院
に
よ
る
当
該
紛
争
が
決

(155
)
 

定
さ
れ
た
場
合
を
含
め
る
。
仲
裁
合
意
の
取
消
は
、
承
認
拒
否
事
由
や
、

仲
裁
判
定
が
下
さ
れ
た
場
合
、
仲
裁
合
意
は
失
効
さ
れ
る
が
、

承
認
拒
否
事
由
で
は
な
い
の
で
、
仲
裁
合
意
の
失
効
を
一
律
的
に
取
り
扱
う
べ
き
で
は
な
く
、
失
効
の
原
因
別
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

告
案
が
採
択
さ
れ
た
。
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仲
裁
判
定
で
真
の
当
事
者
が
仲
裁
人
の
選
定
や
仲
裁
手
続
に
関
し
て
適
切
な
通
知
を
受
け
な
か
っ
た
り
、
ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ

て
防
御
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
承
認
拒
否
事
由
に
な
る

（
第
一
項
b
号
）
。
こ
れ
は
、
仲
裁
が
最
少
限
の
手
続
的
基
準
を
尊
守
に
行
わ
れ
る

こ
と
を
求
め
る
も
の
で
、
当
事
者
た
ち
、
特
に
、
仲
裁
に
敗
し
た
当
事
者
の
防
御
権

(droit
d
e
 la d
e
f
e
n
s
e
)
ま
た
は
公
正
な
審
理

(fair

(157) 

h
e
a
r
i
n
g
)

を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

(158) 

英
米
で
は
、
こ
れ
を
ク
適
法
手
続
ク

(d
u
e
p
r
o
c
e
s
s
)
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
、
ド
イ
ツ
で
は
＃
法
的
な
訊
問

(
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
s
G
e
h
o
r
)
を

仲
裁
判
定
で
敗
け
た
真
の
当
事
者
が
仲
裁
人
の
選
定
や
仲
裁
手
続
に
関
し
て
適
切
な
通
知
を
受
け
て
な
い
の
は
、
彼
が
防
御
で
き
な
か
っ

た
事
例
の
―
つ
な
の
で
、
こ
れ
を
別
途
明
示
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
（
第
二
条
b
号
）
に
含
ま
れ
て
い
た
文
言
で
あ
る
、

(159) 

と
い
う
歴
史
的
な
理
由
か
ら
存
置
さ
れ
て
い
た
。

〈
イ
〉
防
御
権
の
侵
害
を
判
断
す
る
準
拠
法

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
は
防
御
権
の
侵
害
如
何
を
決
定
す
る
準
拠
法
を
明
示
し
て
い
な
い
。
防
御
権
の
保
障
は
各
国
で
、
私
法
的
紛
争
解

決
と
い
う
手
続
的
正
義
の
実
現
と
直
結
さ
れ
た
問
題
と
し
て
公
々
の
秩
序
の

一
部
を
構
成
す
る
の
で
、
こ
れ
は
仲
裁
判
定
の
執
行
を
求
め

(Ioo) 

ら
れ
た
国
家
の
適
法
手
続
の
基
準
に
従
っ
て
判
断
す
る
事
項
で
あ
る
。
大
法
院
一
九
九

0
年
四
月
一

0
日
、
宣
告
八
九
タ
カ
ニ

0
五
二
判

決
も
、
当
事
者
の
防
御
権
保
障
は
手
続
的
正
義
実
現
と
直
結
さ
れ
、
公
々
の
秩
序
の
一
部
を
成
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
執
行
国
法

令
の
基
準
に
よ
っ
て
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
。
た
だ
、
輯
国
法
上
の
基
準
に
従
っ
て
仲
裁
判
定
に
関
す
る
当
事
者
の
防
御

受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
ク
と
説
明
す
る
。

二
、
被
申
請
人
の
防
御
権
の
侵
害
（
第
一
項

a
号）

(156) 

き
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
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(193) 

権
の
侵
害
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
第
一
項
b
号
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
何
故
な
ら
ば
第
一
項
b
号
の
国
際
的
性
格
を

(161
)
 

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(162
)
 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
が
統
一
的
な
実
質
法
規
則
を
定
め
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
る
見
解
も
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
（
第

一
項
b
号）

は
包
括
的
に
遥
⇒
事
者
が
他
の
理
由
に
よ
っ
て
防
御
で
き
な
い
場
合
ク
と
規
定
し
て
、
ま
る
で

技
術
的
違
反
を
含
め
て
、
当
事
者
の
防
御
権
が
侵
害
さ
れ
た
全
て
の
場
合
を
含
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
承
認
拒
否
事
由
を

(163
)
 

狭
く
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
照
し
て
、
執
行
を
求
め
ら
れ
た
国
家
の
法
体
系
全
体
の
手
続
的
正
義
の
観
点
か
ら
判
断
し
て
、

当
事
者
に
適
切
な
審
理
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
主
張
お
よ
び
立
証
を
し
、
相
対
方
の
主
張
お
よ
び
立
証
に
対
し
て

答
弁
し
、
意
見
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
否
か
を
、
判
断
し
て
防
御
権
の
侵
害
が
は
な
は
だ
し
く
、
公
正
な
審
理
で
あ
る
と
見
る

に
は
難
し
、
場
合
に
の
み
、
承
認
拒
否
事
由
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
反
面
、
翰
国
仲
裁
法
上
、
当
事
者
の
防
御
権
と
関
連
さ
れ
た

(164
)
 

条
項
の
違
反
が
、
す
べ
て
承
認
拒
否
事
由
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。

上
記
大
法
院
一
九
九

0
年
四
月
一

0
日
、
宣
告
八
九
タ
カ
ニ

0
二
五
二
判
決
も
、
ク
．．． 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
五
条
第
一
項
ナ
号
（
二
八

二
頁
）

の
趣
旨
は
：
・
当
事
者
の
防
御
権
が
侵
害
さ
れ
た
全
て
の
場
合
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
防
御
権
侵
害
の
程
度
が
著
し
く
容

（
応
）

こ
れ
は
上
記
の
学
説
と
類
似
す
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
よ
り
も

b
号
を
よ
り
制
限
す
る
趣
旨
と
し
て
見
え
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
で
あ
る
。

(166
)
 

こ
う
し
た
態
度
を

ク
執
行
に
好
意
的
偏
向
ク

(proenforcement
b
i
a
s
)

と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
該
当
す
る
事
例
と
し
て
は
、
当
事
者
が
訊
問
や
証
拠
調
査
手
続
に
参
加
す
る
権
利
を
排
除
さ
れ
た
り
、
彼
ら
が
選
択
し
た
代
理

(167) 

人
に
よ

っ
て
代
理
さ
れ
た
り
、
助
力
を
受
け
る
こ
と
が
許
れ
な
い
場
合
な
ど
が
あ
る
。

認
し
難
い
場
合
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
ク
と
判
示
し
た
。

〈
口
〉
防
御
権
の
侵
害
に
な
る
場
合

さ
ら
に
、
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〈
ハ
〉
仲
裁
人
の
公
正
性
が
欠
如
さ
れ
た
場
合

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
法
院
は
当
事
者
と
仲
裁
判
定
部
が
提
起
し
た
こ
と
の
な
い
主
張
、
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
が
そ
れ
に
対
し
て
意
見
を

は
く
だ
っ

陳
述
す
る
機
会
が
持
て
な
い
主
張
に
基
づ
い
て
下
れ
た
仲
裁
判
定
は
法
的
手
続
を
違
反
し
、
訊
問
を
受
け
る
機
会
を
剥
奪
す
る
も
の
で
あ

(168) 

る
、
と
判
ホ
し
た
。

し
か
し
、
仲
裁
申
請
が
外
国
語
で
作
成
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
当
該
事
件
の
法
的
基
礎
を
変
更
し
な
い
主
張
を
提
起
し
た
後
、
審
理
再

(169
)
 

開
要
請
を
し
た
が
仲
裁
判
定
部
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
場
合
や
、
仲
裁
人
が
一
部
の
期
限
延
長
を
拒
ん
だ
場
合
は
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
。

防
御
権
が
上
記
の
よ
う
に
、
侵
害
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
、
承
認
拒
否
事
由
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
防
御
権
の
侵
害
に
よ
っ

て
、
被
申
請
人
が
実
際
に
損
害
を
受
け
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
仲
裁
判
定
の
結
果
が
異
な
ら
な
く
て
も
、
防
御
権
が
侵
害
さ
れ
な
く
て
も

(170
)
 

結
果
が
同
一
に
な
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
は
、
承
認
拒
否
事
由
で
あ
る
、
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
。

の
侵
害
は
な
い
の
で
、

反
面
、
被
申
請
人
が
仲
裁
手
続
に
関
し
て
、
適
切
な
通
告
を
受
け
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
手
続
に
参
加
し
て
防
御
し
な
い
場
合
、
防
御
権

(171) 

b
号
の
承
認
拒
否
事
由
に
該
当
し
な
い
。

被
申
請
人
の
防
御
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
と
し
て
、
そ
の
外
に
も
、
仲
裁
人
の
独
立
性
、
ま
た
は
公
正
性
が
欠
如
さ
れ
た
場
合
を
指
す

(172) 

こ
と
も
あ
る
。

仲
裁
人
が
仲
裁
手
続
上
、
実
際
に
、
不
公
正
な
行
動
を
し
た
場
合
、
防
御
権
を
侵
害
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
承
認
拒
否
事
由
に
な
る

(173) 

が
、
仲
裁
人
が
単
に
不
公
正
で
あ
る
、
と
い
う
印
象
を
与
え
る
状
況
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
承
認
拒
否
事
由
で
は
な
い
。
仲
裁
人
の
公

(174
)
 

正
性
に
関
し
て
は
、
米
国
で
は
、
仲
裁
判
定
の
取
消
に
関
し
て
、
多
く
の
判
示
が
あ
る
。

(175) 

し
か
し
、
論
者
に
よ

っ
て
は
、
仲
裁
人
の
独
立
性
と
公
正
性
が
欠
如
さ
れ
た
場
合
を
、
手
続
的
公
序
で
説
明
す
る
が
、
有
力
な
見
解
は

仲
裁
人
の
独
立
性
と
公
正
性
の
欠
如
は
第
一
項
b
号
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
得
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
第
二
項
b
号
に
よ
っ
て
主
張
さ
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(195) 

と
は
で
き
な
い
。

〈
二
〉
公
序
違
反
と
の
関
係

定
の
執
行
は
公
序
違
反
に
な
っ
て
、

当
事
者
の
防
御
権
の
保
障
は
正
義
の
実
現
と
い
う
公
々
秩
序
の
一
部
で
あ
る
の
で
、
防
御
権
を
侵
害
す
る
仲
裁
手
続
に
基
づ
く
仲
裁
判

(177) 

い
ず
れ
の
条
項
も
適
用
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
区
別
す
べ
き
実
益
は
大
き
く
な
く
、
実
務

的
に
は
、
執
行
に
抵
抗
す
る
当
事
者
は
両
者
を
全
て
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
第
五
条
第
一
項
b
号
と

d
号
が
、
別
途
に
、
取
消
事
由

(178) 

を
規
定
し
て
い
る
の
で
、
手
続
的
公
序
は
補
充
的
意
味
を
持
つ
。

反
面
、
も
し
第
二
項
b
号
は
公
序
一
般
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
第
一
項
b
号
は
被
申
請
人
の
防
御
権
に
関
す
る
特
別
条

項
で
あ
る
の
で
、
後
者
が
優
先
的
に
適
用
し
、
前
者
は
排
除
さ
れ
る
、
と
い
う
見
解
を
取
れ
ば
、
法
院
は
仲
裁
判
定
の
執
行
を
反
対
す
る

当
事
者
が
立
証
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
こ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
、
第
二
項
b
号
に
従
っ
て
職
権
で
執
行
を
拒
否
す
る
こ

注(99
)
詳
細
は
こ
の
論
文
の
第
七
章

(II
と

m
)
で
論
じ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
本
文
と
注
を
簡
単
に
整
理
し
た
の
で
あ
る
。

(100)
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
表
現
に
従

っ
た
も
の
で
あ
る
。
翰
国
法
院
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
請
求
時
に
な
る
が
、
法
制
が
多
様
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
表

現
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
輯
国
訳
は
間
違
っ
て
い
る
。

(101
)
モ
デ
ル
法

（
第
三
五
条
第
二
項
）

も
仲
裁
合
意
書
の
提
出
を
求
め
て
い
る
が
二

0
0
六
年
改
正
さ
れ
た
モ
デ
ル
法
は
こ
の
要
件
を
廃
止
し
た
。
ド
イ

ツ
民

事
訴
訟
法
（
第

一
〇
六
四
条
）
と
日
本
仲
裁
法
（
第
六
四
条
）
は
仲
裁
合
意
書
の
提
出
要
件
を
既
に
廃
止
し
て
い
る
。

(
1
0
2
)
v
a
n
 d
e
n
 b
e
r
g
,
 

P. 2
5
1
.
 
K
i
m
 S
a
n
g
h
o
、
”
外
国
商
事
仲
裁
判
定
に
関
す
る
研
究
“
、
中
央
大
学
大
学
院
、
貿
易
学
博
士
学
位
論
文
(
-
九
八
八
）
、
四
四
頁

と、

S
u
C
h
u
l
w
o
n
、
”外
国
仲
裁
判
定
の
承
認
と
執
行
に
関
す
る
一
九
五
八
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約

1

韓
国
法
院
に
お
け
る
適
用
事
例
を
中
心
に
ヘ
ソ
ウ
ル

国
際
法
研
究
、
第
三
巻
一
号
(
-
九
九
六
）
‘
―
二
八
頁
の
認
証
と
証
明
に
関
す
る
説
明
は
多
少
不
適
切
で
あ
る
。

(176
)
 

れ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
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(103)
大
法
院
二

0
0
四
年
―

二
月
一

0
日
宣
告
、
二

0
0
四
タ
ニ
0
一
八
〇
判
決
も
同
旨
゜

(
1
0
4
)
S
u
 D
o
n
g
 hi
、
”
外
国
仲
裁
判
定
の
競
国
内
執
行
と
関
連
し
た
い
く
つ
か
の
問
題
‘
“
仲
裁
第
二
九
八
号
（
二

0
0
0
年
冬
号
）
六
六
頁
。

(105)
政
府
が
公
布
し
た
第
四
条
第
二
項
の
韓
国
文
訳
の
な
か
の
”
公
証
人
ま
た
は
宜
野
し
た
翻
訳
版
“
は
間
違
っ
て
い
る
。

(
1
0
6
)
S
u
 D
o
n
g
h
i
ヽ
（注
104)

六
六
頁
。

(
1
0
7
)
S
t
e
i
n¥
J
o
n
a
s
¥
S
c
h
l
o
s
s
e
r
,
 §
1
0
6
5
 R
n
.
 4
 Fn
.
 3. 

(
1
0
8
)
W
.
 L
a
u
r
e
n
c
e
 C
r
a
i
g¥
W
i
l
l
i
a
m
 W
.
 P
a
r
k
¥
J
a
n
 P
a
u
l
s
s
o
n
,
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 C
h
a
m
b
e
r
 of C
o
m
m
e
r
c
e
 A
r
b
i
t
r
a
t
i
o
n
 T
h
i
r
d
 edition 
(2000). p
a
r
a
`
3
7
 

0
4
;
 F
o
u
c
h
a
r
d
¥
G
a
i
llard
¥
G
o
l
d
m
a
n
,
 
para. 1674. 

(109)
モ
デ
ル
法
（
第
三
四
条
）
の
仲
裁
判
定
の
取
消
事
由
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
五
条
の
承
認
拒
否
事
由
を
準
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
は

第
一
項

e
号
が
定
め
た
”
仲
裁
判
定
の
拘
束
力
の
未
発
生
ま
た
は
仲
裁
判
定
の
取
消
ま
た
は
停
止
“
は
取
消
事
由
に
は
含
ま
れ
な
い
。

(
1
1
0
)
T
w
e
e
d
 da
l
e
¥
T
w
e
e
d
d
a
l
e
,
 para. 1
3
.
 15. 

(
I
l
l
)
S
t
e
in
¥
J
o
n
a
s
¥
Schlosser, A
n
h
a
n
g
 §
 1
0
6
1
 R
n
.
 79, 44.

し
か
し
、

M
o
k
y
o
n
g
j
u
n
、
二
五
六
頁
は
行
為
能
力
だ
け
を
用
い
る
。
記
事
訴
訟
法
の
用
語
を

か
り
れ
ば
、
当
事
者
能
力
と
訴
訟
能
力
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
1
2
)
v
a
v
 d
e
n
 B
e
r
g
,
 p. 
277.

し
か
し
、
仲
裁
判
定
の
執
行
に
関
す
る
モ
デ
ル
法
条
項
（
第
三
六
条
）
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
る
に

も
拘
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も
単
純
で
、
す
べ
て
の
法
体
系
で
承
認
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
理
由
で
、
”
関
連
準
拠
法
に
従
っ
て
へ
と
い
う
文
言
を

削
除
し
た
。
B
o
l
t
z
m
a
n
n
¥
N
e
u
h
a
u
s
,
P. 
1058. 

(
1
1
3
)
F
o
u
c
h
a
r
d
¥
G
a
i
l
l
a
r
d
¥
G
o
l
d
m
a
n
,
 
para. 4
6
5

以
下
は
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
実
質
法
的
接
近
方
法
を
主
張
し
な
が
ら
そ
の
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。

(114)
例
え
ば
、
米
国
の
場
合
、
契
約
締
結
の
た
め
の
能
力
に
関
す
る
属
人
法
の
概
念
が
な
く
、
契
約
の
準
拠
法
に
従
う
。

A
m
e
r
i
c
a
n
L
a
w
 Institute, R
e
s
t
a
t
e
,
 

m
e
n
t
 of t
h
e
 L
a
w
 S
e
c
o
n
d
ー
C
o
n
flict
of L
a
w
s
 2d
 (
1
9
7
1
)
、
竿
R
-

九
八
条
、
竿
二
八
七
条
、
第
一
八
八
条
。
そ
の
よ
う
な
国
家
の
場
合
、
当
該
国
家
の
国

際
私
法
原
則
に
従
っ
て
準
拠
法
を
定
め
れ
ば
良
い
。

V
a
n
d
e
n
 B
e
r
g
,
 p. 
277. 

印
ù）

P
e
t
e
r
N
o
r
t
h
¥
J
a
m
e
s
]
.
 F
a
w
c
e
t
t
,
 C
h
e
s
hire a
n
d
 N
o
r
t
h
'
s
 P
r
i
v
a
t
e
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 L
a
w
,
 T
h
i
r
t
e
e
n
t
h
 E
d
i
t
i
o
n
 (1999), p. 
546. 

(
1
1
6
)
M
o
k
 y
o
n
g
j
u
n
、
二
五
六
ー

ニ
五
七
頁
も
同
旨
。
し
か
し
必
ず
し
も
韓
国
の
国
際
私
法
を
適
用
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
異
見
も
あ
る
得
る
。

(117)
韓
国
民
事
訴
訟
法
上
、
当
事
者
能
力
と
訴
訟
能
力
の
準
拠
法
に
関
し
て
は
見
解
が
分
れ
る
。
石
光
現
、

「国
際
私
法
と
国
際
訴
訟
』
第
四
巻

（二

0
0
七）、

―
二
五
頁
以
下
参
照
。
国
内
仲
裁
の
場
合
、
民
事
訴
訟
法
の
当
事
者
能
力
と
訴
訟
能
力
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
余
地
は
あ
る
が
、
国
際
仲
裁
の
場
合
、



197 ニューヨーク協定に従う外国仲裁判定の承認（その二）
韓国の場合

(197) 

権
利
能
力
に
関
す
る
国
際
私
法
原
則
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(118)
註
釈
仲
裁
法

(
L
e
e
H
o
w
o
n
、
三
八
五
頁

i

六
七
六
頁
、

S
u
C
h
u
l
w
o
n
「
外
国
仲
裁
判
定
の
承
認
と
執
行
に
関
す
る
一
九
五
八
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
に

対
す
る
国
内
法
院
判
例
分
析
」

「国
際
判
例
研
究
』
第
一
集
(
-
九
九
九
）
‘
―

1
0
七
頁
も
同
旨
。

(119)
大
法
院
一
九
九

0
年
四
月
一

0
日
宣
告
八
九
タ
カ
ニ

0
二
五
二
判
決
（
法
院
公
報
一
九
九

0
、

1
0
四
三
）
は
こ
れ
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
は

G
K
N

事
件
で
あ
る
が
、
評
釈
は

M
o
k
y
o
n
g
j
u
n
、
「
外
国
仲
裁
判
定
の
執
行
拒
否
事
由
で
あ
る
公
共
秩
序
｛
罪
国
と
米
国
の
判
例
を
中
心
に
」
、
商
事
判
例
研
究
＞

巻
（
二

0
0
0
年
）
四

一
三
頁
以
下
参
照
。

(
1
2
0
)
F
o
u
c
h
a
r
d
¥
G
a
i
l
l
a
r
d
¥
G
o
l
d
m
a
n
.
 
para. 1695. 

(
1
2
1
)
R
e
it
h
m
a
n
n
/
M
a
r
t
i
n
y
¥
H
a
u
s
m
a
n
n.RN. 3
3
0
5
;
 S
t
e
i
n
/
J
o
n
a
s
¥
S
c
h
l
o
s
s
e
r
,
 A
n
h
a
n
g
 § 
1
0
6
1
 R
n
 77.
し
か
し
、
明
示
的
な
こ
と
を
求
め
る
見
解
も
あ
る
。

M
a
n
i
a
 E
p
p
i
n
g
,
 D
i
e
 S
c
h
i
e
d
s
v
e
r
e
i
n
b
a
r
u
n
g
 i
m
 i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
n
 p
r
i
v
a
t
e
n
 R
e
c
h
t
s
v
e
r
k
e
h
r
 n
a
c
h
 d
e
r
 R
e
f
o
r
m
 d
e
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 S
c
h
i
e
d
s
v
e
r
f
a
h
r
e
n
s
 

|
r
e
c
h
t
s
 (1
9
9
9
)
,
 

S. 50, F
n
.
 5
9
に
引
用
さ
れ
た
文
献
参
照
。

(
1
2
2
)
E
p
p
i
n
g
 
(注
121
）、

S.
47f・ 

(
1
2
3
)
v
a
n
 d
e
n
 B
e
r
g
,
 p. 2
9
3
 ;
 
L
e
e
 H
o
w
o
n
、
六
七
五
頁

:
K
i
m
 S
a
n
g
h
o
 
(注
102
）
、
四
六
頁
。
他
の
学
説
は
、

K
a
n
g
S
u
m
i
、
仲
裁
合
意
の
成
立
な
い
し
効
力

に
関
す
る
準
拠
法
、
「
仲
裁
研
究
』
第

一
六
巻
第
二
号
（
二

0
0
六）、

一―

O
I
-
―
一
頁
参
照
。

(
1
2
4
)
R
e
d
f
e
r
n
¥
H
u
n
t
e
r
,
 p
a
r
a
`
2ー

93.

(125)
詳
細
は
、
石
光
現
（
注
119)
、
一
三
六

ー
一
三
七
頁
参
照
。

(
1
2
6
)
S
c
h
w
a
b
¥
W
a
l
t
e
r
`
K
a
p
i
t
e
l
 5
7
 R
n
,
 1
 ;
 
K
a
p
i
t
e
l
 4
4
 R
n
.
 1
 ff. 

(127)
詳
細
は
本
書
第
一

章
（
珊
五
）
参
照
。

(
1
2
8
)
1
1
5
 S. Ct. 2
3
2
2
 (
1
9
9
5
)
.
 ~
<
~
~
 Ki
m
 S
u
n
k
u
k
、
「
半
小
国
茫
海
卜
土
枷
切
低
り
渾
守
送
法
の
滴
翠
用
＃

J

岳
又
心
り
る
船
屯
何
幸
皿
沢
分
上
の
外
ハ
国
仲
裁
地
条
項
と
外
国
法
停
止
条
項

の
有
効
性
」

「商
事
法
研
究
』
第
二

0
巻
第
三
号
（
通
巻
第
三
一

号）
。

(129)
上
記
法
理
を
適
用
に
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
法
院
に
管
轄
を
付
与
す
る
船
荷
証
券
上
の
管
轄
合
意
の
効
力
を
否
定
し
、
米
国
法
院
の
管
轄
を
肯
定
し
た
代
表
的
な

判
決
が
米
国
第
二
連
邦
抗
訴
法
院
の
一
九
六
七
年
、

I
ミ

d
u
s
s
a
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 v. 
S. 
S. 
R
a
n
b
o
r
g

事
件
判
決

(
3
7
7
F. 2
d
 2
0
0
 
(
2
d
 Cir. 
1
9
6
7
)

で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
も
類
似
し
た
立
場
が
有
力
で
あ
る
。
R
e
i
n
h
o
l
d
G
e
i
m
e
r
,
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 Zivilproze.Brecht 5. 
A
u
f
l
a
g
e
 (
2
0
0
5
)
,
 

R
N
.
 1762, 1
7
7
0

参
照
。

(130)
翰
国
は
ハ
ー
グ
規
則
ま
た
は
ハ

ー
グ

・
ヒ
ス
ビ
規
則
に
加
入
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
主
要
条
項
を
商
法
に
受
容
し
た
。
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(131)
仲
裁
に
お
け
る
国
際
的
強
行
法
規
の
適
用
に
関
し
て
は
、
石
光
現
、
「
国
際
商
事
仲
裁
に
お
け
る
紛
争
の
実
体
に
適
用
す
べ
き
準
拠
法
ー

緯
国
仲
裁
法

の
解
釈
論
を
中
心
に
ー
'
|
漢
陽
大
学
法
学
論
業
第
二
三
集
第
一
号
（
二

0
0
六
年
一二
四
四
頁
以
下
）
。

(132)
石
光
現
（
注
131)
、
三
四
九
頁
参
照
。

(133)
大
法
院
二

0
0
0
年
―
―
一
月
八
日
宣
告
二

0
0
0
夕
三
五
七
九
五
判
決
と
大
法
院
一
九
九
五
、
二
、
一
四
宣
告
九
三
夕
五
三

0
五
四
判
決
（
公
一
九
九
五
、

三
、
一
五
（
九
八
八
）
、
一

三
ニ
―

)
参
照
。

(134)
本
文
以
下
（

5
）
を
除
外
し
た
残
り
の
部
分
の
詳
細
は
、
石
光
現
、
「
国
際
私
法
と
国
際
訴
訟
」
第
四
巻
（
二

0
0
七
）
四
四
四
頁
参
照
。
こ
れ
は
本
文

で
論
じ
る
大
法
院
二
0
0
四‘

―
二
、
一
〇
宣
告
二

0
0
四
タ
ニ
0
一
八
〇
判
決
に
対
す
る
評
釈
で
あ
る
。

(
1
3
5
)
v
a
n
 d
e
n
 B
e
r
g,
 
p. 
2
8
5
`
p
.
 2
9
6
 ;
 
L
e
e
 H
o
w
o
n
、
六
七
七
頁
。

(136
)
S
c
h
u
t
z
e
 (注
47）、

R
n
.2
5
8
.
 

(1
3
7
)
v
a
n
 d
e
n
 B
e
r
g
,
 p. 
2
8
4
 J;J. 
T
 ;
 
S
c
h
w
a
b
¥
W
a
l
t
e
r
`
K
a
p
i
t
e
l
 5
7
 R
n
.
 1. 

(
1
3
8
)
S
t
e
i
n¥
J
o
n
a
s
¥
Schlosser, A
n
h
a
n
g
 § 
1
0
6
1
 R
n
.

七
六
頁
は
そ
の
よ
う
な
趣
旨
に
見
え
る
。

(
1
3
9
)
M
o
k
 Y
o
n
g
j
u
n
、
三
七
頁
;
v
a
n
 d
e
n
 B
e
r
g
,
 p. 
171. 

(
1
4
0
)
v
a
n
 d
e
n
 B
e
r
g
,
 p. 
196. 

(
1
4
1
)
R
e
i
t
h
m
a
n
n
¥
M
a
r
t
i
n
y
¥
H
a
u
s
m
a
n
n
,
 R
N
.
 3
2
6
9
 ;
 
E
p
p
i
n
g
 
(注
121
）、

S
.65.

(
1
4
2
)
B
o
l
t
z
m
a
n
n
¥
Z
e
u
h
a
u
s,
 
pp. 2
6
0
|
2
6
1
 ;
 
B
e
r
g
e
r
 
(注47)‘

-
四
二
頁
以
下
。

(
1
4
3
)
F
o
u
c
h
a
r
d
¥
G
a
i
l
l
a
r
d
¥
G
o
l
d
m
a
n
,
 
para. 6
2
0

は
緩
和
さ
れ
た
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

(144)
第
二
項
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

「
二
、
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
条
約
第
七
条
第

一
項
を
適
用
す
る
に
際
し
、

仲
裁
合
意
が
有
効
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
利
害
関
係
人
が
、
そ

こ
で
、
仲
裁
合
意
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
国
家
の
法
律
ま
た
は
条
約
に
基
づ
い
て
持
つ
全
て
の
権
利
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
許
容
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。
」

(145)
そ
れ
に
関
す
る
不
当
性
、
す
で
に
指
摘
し
た
。
石
光
現
、

『国
際
私
法
と
国
際
訴
訟
」
（
第
二
巻
）
（
二

0
0
一
年
）
四
八

0
頁
以
下
参
照
。

(146
)
例
え
ば
肯
定
説
は

(
B
o
l
t
z
m
a
n
n
¥
N
e
u
h
a
u
s
,
p. 2
6
3
参
照
）
と
否
定
説

(
M
o
k
Y
o
n
g
j
u
n
、
四

0
頁
）
が
あ
る
。

(147
)
そ
の
他
に
も
、
例
え
ば
相
対
方
で
の
当
事
者
が
仲
裁
人
選
任
手
続
に
協
力
し
た
り
、
話
を
提
起
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
院
の
管
轄
を
争
う
た
め
の
手
段

と
し
て
仲
裁
合
意
を
援
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
V
a
n
d
e
n
 B
e
r
g
,
 p. 
1
8
2
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(199) 

(148)
＜目
d
e
n
B
e
r
g
、

一
八
四
頁
参
照
。

(
1
4
9
)
v
a
n
 d
e
n
 B
e
r
g
,
 p
.
1
8
4ー

1
8
5
;
S
c
h
w
a
b
¥
W
a
l
t
e
r
,
 K
a
p
i
t
e
l
 4
4
 R
n
.
 1
0
も
同
旨
゜

(
1
5
0
)
R
e
i
t
h
m
a
n
n
¥
M
a
r
t
i
n
y¥
H
a
u
s
m
a
n
n
,
 R
N
.
 3293. 

(
151
)
E
p
p
i
n
g
 
(注

121
）、

S
.
82. 

(152)
文
献
は

h
t
t
p
:
＼

¥
w
w
w
.
u
n
citral. 
o
r
g¥
uncitral
¥
e
n
¥
uncitralー

t
e
x
t
s
¥
arbitration
¥
1
9
8
5
M
o
d
e
lー

arb1trat1on.
h
t
m
l
参
照
。

(153)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

R
o
L
e
e
 K
a
n
g
b
i
n
、
「
国
際
商
事
仲
裁
に
関
す
る
U
N
C
I
T
R
A
L
モ
デ
ル
法
の
改
正
動
向
」
、
仲
裁
研
究
第
一
六
巻
第
三
号
（
二

0
0

六
年
）
五
八
頁
、
七
三
頁
参
照
。

(154)

K
i
m
K
a
b
y
u
、
「
外
国
仲
裁
判
定
の
執
行
と
仲
裁
条
約
の
失
効
」

「
ソ
ウ
ル
地
方
弁
護
士
会
判
例
研
究
」
第
二
〇
集
（
一
）
（
二

0
0
六
年
）
。

(
155
)
V
a
n
 d
e
n
 B
e
r
g
.
 p. 
158.

条
山
高
等
法
院

一
九
九
五
、
七
、

ニ

ー
宣
告
九
五
ナ
三
六
八
判
決
は
終
局
的
仲
裁
判
定
が
あ
れ
ば
仲
裁
合
意
は
失
効
す
る
と
判

示
し
た
。

(156)
S
t
e
i
n¥
J
o
n
as
¥S
c
h
l
o
s
s
e
r
,
 A
n
h
a
n
g
 § 
1
0
6
1
 R
n
.
 38.
し
か
し
、
米
国
法
院
は
統

一
的
な
基
準
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
か
ら
引
き
出
そ
う
と
努
力
し

な
が
ら
、
詐
欺
、
錯
誤
、
強
迫
と
放
棄
だ
け
が
そ
れ
に
含
ま
れ
る
と
見
る
傾
向
が
あ
る
。
P
o
d
a
r
B
ro
s
.
 v.
 !T

A
D
 As
s
.
 I
n
c
., 
6
3
6
 F
2
d
 75. 7
7
 (1
9
8
1
)
事

件
判
決
L
e
d
e
e
v
.
 

R
a
g
n
o
,
 6
8
4
 F. 2
d
 1
8
4
 
(1
9
8
2
)
事
件
判
決
な
ど
の

S
t
e
in
¥
J
o
n
a
s
¥
Schlosser,
A
n
h
a
n
g
 § 
1
0
6
1
 R
n
.
 3
8

参
照
。

(
1
5
7
)
R
e
d
f
e
r
n
¥
H
u
n
t
e
r
,
 paras. 9ー

2
l
.
l
oー

39.

(
1
5
8
)
S
t
e
i
n
¥J
o
n
a
s
¥
S
c
h
l
o
s
s
e
r
,
 An

h
a
n
g
 § 
1
0
6
1
 R
n
.
 8
1
 f. 

(
159
)
F
o
u
c
h
a
r
d
¥
Gaillard
¥
G
o
l
d
m
a
n
,
 para. 1696. 

(
1
6
0
)
L
e
e
 H
o
w
o
n
、
六
七
八
頁
;
S
o
n
 K
y
o
n
g
h
a
n
、
一
五
七
頁
;
R
e
d
f
e
r
n¥
H
u
n
t
e
r
,
 para. 1
0ー

40.

米
国
の
主
要
な
判
決
で
あ
る
第
二
巡
回
区
連
邦
抗
訴
法

院
の
P
a
r
s
o
n
s
&
 W
h
i
t
t
e
m
o
r
e
 O
v
e
r
s
e
a
s
 C
o
.
 Inc.
瓦

S
o
c
i
e
t
e
G
e
n
e
r
a
t
e
 d
e
 l̀
Iミ
d
u
s
t
r
ie
d
e
 P
a
p
ie
r
 (
R
A
K
T
 A), 5
0
8
 F. 2
d
 969, 9
7
5
 (2
n
d
 Cir. 1
9
7
 4) 

も
同
旨
。
そ
の
他
、
英
国
、
米
国
な
ど
の
判
例
は

T
w
e
e
d
d
a
l
e
¥
T
w
e
e
d
d
a
l
e
,
p
a
r
a
s
.
 13. 
17, 
13. 4
6
参
照
。

(161)

v
a
n
 d
e
n
 B
a
r
g
,
 p. 2
9
8
は
こ
の
よ
う
な
趣
旨
と
し
て
見
え
る
。

(162)

F
o
u
c
h
a
r
d
¥
Gaillard
¥
G
o
l
d
m
a
n
,
 para. 1
6
9
6
 

(
163
)
v
a
n
 d
e
n
 B
a
r
g
,
 pp. 2
6
7
|
2
6
8
 

(
1
6
4
)
L
e
e
 H
o
w
o
n
,
六
七
八
頁
。
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(
1
6
5
)
T
w
e
e
d
 da
l
e
¥
T
w
e
e
d
d
a
l
e
,
 para. 13. 
1
8
も
同
旨
。

(
1
6
6
)
R
e
d
f
e
r
n
¥
H
u
n
t
e
r
,
 para. 1
0ー

35.

(
1
6
7
)
R
e
d
f
e
r
n
¥
H
u
n
t
e
r
,
 para. 9ー

2
1
;
S
t
e
i
n
¥
J
o
n
a
s
¥
S
c
h
l
o
s
s
e
r
,
 A
n
h
a
n
g
 § 
1
0
6
1
 R
n
.
 87, R
n
.
 89.

滴
1

沖
iか

6

代
温
在
人
に
よ
っ
て

ft理
さ
れ
た
り
、
助
力
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
を
、
当
事
者
の
無
能
力
や
手
続
的
公
序
の
問
題
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
も
あ
る
。

S
t
e
i
n
¥
J
o
n
a
s
¥
S
c
h
l
o
s
s
e
r
,
A
n
h
a
n
g
 § 
1
0
6
1
 R
n
.
 8
4
1
 

112
は
防
御
権
保
障
に
関
し
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。

(
1
6
8
)
R
e
d
f
e
r
n
¥
H
u
n
t
e
r
,
 para. 1
0ー

40.
F
n
8
9
に
引
用
さ
れ
た

2001.
10. 6. 
S
t
u
t
t
g
a
r
t

抗
訴
法
院
判
決
。

(169)
こ
れ
は

F
o
u
c
h
a
r
d
¥
G
a
i
l
a
r
d
¥
G
o
l
d
m
a
n
,
para. 1
6
9
8

に
紹
介
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

(
1
7
0
)
v
a
n
 d
e
n
 B
a
r
g
,
 p. 3
0
1
し
か
し
、

F
o
u
c
h
a
r
d
¥
G
a
i
l
l
a
r
d
¥
G
o
l
d
m
a
n
,
para. 1699.

は
反
対
す
る
。

(
1
7
1
)
L
e
e
 H
o
w
o
n
、
六
七
九
頁
;
F
o
u
c
h
a
r
d
¥
G
a
i
l
l
a
r
d
¥
G
o
l
d
m
a
n
,
 para. 1698. 

(
1
7
2
)
T
w
e
e
d
 da
l
e
¥
T
w
e
e
d
d
a
l
e
,
 paras. 13. 1
7ー

1
3
.
1
8
,
1
3
.
2
7
,
1
3
.
5
4
は
、
第
一
項
b
号
と

d
号
お
よ
び
第
二
項
b
号
に
す
べ
て
該
当
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

(
1
7
3
)
L
e
e
 H
o
w
o
n
、
六
八
0
頁
。

(174)
概
観
は
ま
ず

M
o
k
Y
o
r
g
j
u
n
、

1
0
六
頁
以
下
参
照
。

(
1
7
5
)
S
t
e
i
n
¥
]
o
n
a
s
¥
S
c
h
l
o
s
s
e
r
,
 A
n
h
a
n
g
 § 
1
0
6
1
 R
n
.
 151. 

(
1
7
6
)
v
a
n
 d
e
n
 B
a
r
g
,
 p. 377. 

(
1
7
7
)
v
a
n
 d
e
n
 B
a
r
g
,
 pp. 2
9
9ー

3
0
0
;
 
F
o
u
c
h
a
r
d
¥
G
a
i
l
l
a
r
d
¥
G
o
l
d
m
a
n
,
 para. 1
6
9
7
;
 L
e
e
 H
o
w
o
n
、
六
八
0
頁
。

(
1
7
8
)
S
t
e
i
n
¥
]
o
n
a
s
¥
S
c
h
l
o
s
s
e
r
,
 A
n
h
a
n
g
 § 
1
0
6
1
 R
n
.
 1
5
0
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